




　　国は、原子炉等規制法（※１） に基づき、原子力の安全規制を行うとと
もに、原子力規制委員会は、原子力発電所の稼働にあたり厳格な審査
基準を定めるほか、万が一の原子力災害に備え、「原子力災害対策重点
区域 (※2)」の防護措置等について指針を示しています。

　　本県は、近隣県に立地された原子力発電所の「原子力災害対策重点
区域」に含まれていませんが、万が一、本県に放射性物質等の影響が
及ぶと考えられる場合に備え、地域防災計画に、防災関係機関の処理
すべき事務や事故予防、応急・復旧の各対策を定めています。

　　この冊子は、原子力防災や放射線の基礎的な内
容を紹介し、もしものときに県内に暮らす皆さん
がどのように行動すればよいか説明しています。

　　※1　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
　　※2　原子力発電所を中心におおむね半径30Kmの区域内

大分県と原子力発電所の位置

大分県の原子力防災

※国土地理院白地図（https://maps.gsi.go.jp/）
　をもとに作成

赤円は半径５km
青円は半径 30km
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○原子力災害とは、原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放

射線の異常な放出により直接的又は間接的に被害が生じることをい

います。

○原子力災害は主に次のような特徴があります。

・放射線による被ばくは目に見えず、臭いもしないため五感で感じる

ことができない。

・放射性物質又は放射線の存在は放射線測定器を用いなければ確認す

ることができない。

・放射性物質が雲のようなかたまり（放射性プルームとよばれます）

となって拡散され、時間の経過とともに地表に降下し、外部被ばく

もしくは内部被ばくする場合がある。

原子力災害とは

原子力災害発生時のイメージ

原子力災害の特徴

放射性物質からの放射線 放射性プルーム
（放射性物質が雲のようなかたまりになったもの）

放射性物質の吸入放射性物質の沈着
放
射
性
物
質
の
摂
取

原子力発電所 地表面に沈着した
放射線物質からの放射線

→ →→
→→ →

→

→

→

外部被ばく 内部被ばく
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事故等の発生



○原子力災害の情報は国や自治体から、テレビ、ラジオ、ホームページ、

防災行政無線、防災メールなどを通じてお知らせされます。

○真偽の不確かな情報が広まることもありますので、公共機関が報じ

る正しい情報や指示を待って、混乱せず落ち着いて

　行動することが大切です。

　　空間放射線量率を計測するモニタリングポストの計測結果はイン

ターネット上に公開されており、常にリアルタイムの情報を確認する

ことができます。また、大分県ではモニタリングポストが設置されてい

ない市町村においても定期的に空間放射線量率を測定しています。客観

的な数値を把握できるため災害時の情報収集手段の一つとして有用です。

原子力災害発生時に注意すること

放射線モニタリング情報

情報伝達の体制

報道
記者会見

住民への
広報指示

指示 住民への
広報

報道機関
・テレビ・ラジオ
・インターネット

住  民
（観光客等を含む）

県
・ホームページ・SNS など

・指示にしたがって行動して
    ください。

・避難中はラジオ、携帯電話、
    スマートフォン等から情報を
    入手してください。

市町村
・防災行政無線・広報車
・消防車・消防団・緊急速報メール
・ホームページ、SNS など

事故等の発生 !

国原子力災害
対策本部

大分県
災害対策本部

市町村
災害対策本部

◆放射線モニタリング情報共有・公表システム（原子力規制委員会）
例：大分県内のモニタリングポストの状況

伊方発電所周辺の空間放
射線量率は『愛媛県原子
力情報アプリ』でも確認
できます。
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備えあれば憂いなし。
日頃の備えが大切なんだよ。

屋内退避は数日間継続することもあるから、
日頃から食料や飲料水の備蓄が大切なんだ。

屋内退避することで、
被ばくを低減できるんだ。

　　放射性物質から身を守るためにとる行動を「防護措置」といいます。

防護措置には「屋内退避」や「一時移転・避難」があり、これらの指

示は国から発出されます。

　　原子力災害対策重点区域より外に位置する本県ですが、万が一に備

え、対応を確認しておくことも大切です。

　　自宅や近くの建物に入る退避行動を「屋内退避」といいます。

　　屋内退避をすることで、建物の遮蔽効果などにより、放射線による

影響を回避したり低減することができます。

　　屋内退避指示は予防的に出されるものですが、屋外での行動を継続

すると無用な被ばくをまねくおそれがあるので、屋内退避中はテレビ、

ラジオ、インターネット等の情報に注意し、屋内退避指示が解除され

るまで外出は控えてください。

原子力災害発生時の行動

屋内退避

万が一、原子力発電所で事故が発生した場合、
屋外で行動していると、かえって被ばくの危険が
高まる恐れがあるんだよ。

顔や手を洗い、
うがいをしましょう。
衣類も着替えましょう。

食品にはラップや
ふたをしましょう。

換気扇は
止めましょう。

正確な情報を
確認しましょう。

窓は閉めましょう。

※一般的なエアコンは外気を取り入れないので、屋内避難中でも使用出来ます。

屋内避難時のポイント “落ち着いた対応が大切 !!”
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　　放射性物質の放出後、空間放射線量率が高まり基準値を超えた地域

は、その地域から離れることで放射線による影響を回避します。緊急で

はないものの一週間程度内に地域から離れることを「一時移転」といい、

　緊急に避難することを「避難」といいます。避難先や

  避難手段、安定ヨウ素剤の配布・服用は県及び

  市町村から伝達されます。

　※安定ヨウ素剤は放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくを抑えるた
めの医薬品であり、他の放射性物質に対しては効果がありません。
年齢等により服用効果が異なり、服用に適さない方もいるため、配
布・服用は医師の立会いのもと行います。

原子力災害発生時の行動

一時移転（避難）

避難元地域 安定ヨウ素剤
配布

安定ヨウ素剤の服用効果

一時移転等の手順
避難退域時
検査場所

広域避難所

空間放射線量率が
高まり基準値を超
えた地域から離れ
ます。

市町村が指定する
体育館等で安定ヨ
ウ素剤の配布を受
けます。

・一時移転等の際は、雨がし
みこまず、なるべく肌をさ
らさない服装で移動しま
しょう。
・マスクをしたり、タオルや
ハンカチで口や鼻をおおう
ことも効果的です。

身体に放射性物質
が付着していない
か検査を受けます。

放射線の影響の小
さい地域の施設に
避難します。

安定ヨウ素剤の服用時期

資料：「緊急被ばく医療ポケットブック」
　　　  公益財団法人原子力安全研究協会

効　　　果
放射性ヨウ素に

さらされる24時間前 90％以上の抑制効果

放射性ヨウ素を
吸入した8時間後 40％以上の抑制効果

放射性ヨウ素を
吸入した24時間後 7％以上の抑制効果

注意事項
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　　本県とは海を隔てて立地する伊方発電所については、平成 23 年に愛

媛県と確認書を交わし、連絡通報要領を整備することで、異常事象に

関する情報を速やかに入手できる体制を構築しています。

　　また、例年、原子力防災訓練を共同で実施することで、原子力防災に

対する実行力の向上に努めています。

大分県の取り組み

愛媛県との連携

　　国や愛媛県を結ぶ原子力防災ネットワークシステムが本県にも設置

されており、情報収集・相互連携が可能な体制となっていますが、手

段を多重化させるため、大分県職員を連絡員として国の原子力災害現

地対策本部（愛媛県オフサイトセンター）へ派遣します。

現地災害対策本部への連絡員派遣

　　本県は、万一の場合に備え安定ヨウ素剤を備蓄しており、一時移転等が必

要となった場合に、国の指示を受け緊急配布を行う計画としています。

安定ヨウ素剤の備蓄

　　本県では、平常時から大分県内の空間放射

線量率を測定しており、県内に影響が生じるよ

うな事態が発生した場合は平常時よりも体制を

強化して対応します。測定結果等は３ページの

「放射線モニタリング情報」

及び大分県ホームページで

ご参照いただけます。

環境放射線モニタリング

○備蓄数量   丸剤  ：  大人10,000人分、    散剤（粉末） ：  小児10,000人分 
○保管場所   大分県薬剤師会（大分市）
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　　万が一、伊方発電所で原子力災害が発生した場合、愛媛県伊方町の

方々は放射性物質が放出される前に愛媛県内に避難するのが原則です

が、道路状況等により陸路避難が難しい場合は本県が避難者を受け入

れます。

愛媛県からの避難者受入

○伊方発電所以西の住民は、放射性物質が放出

される前に国の指示を受けて避難を開始し、

道路が使用可能な場合は自家用車等で愛媛県内へ避難します。

○伊方町以西の地域において道路寸断等が発生し、自家用車等での避

難が困難なときは大分県へ避難する場合があります。

○愛媛県から受入要請を受けた大分県が避難先市町村を調整し、搬送

手段や避難ルート、避難受入所を決定します。

避難受入の基本的な考え方

実動機関船舶による海路避難 バス協会支援による避難者搬送 避難受入所における問診

伊方発電所以西の区域

道路通行不可で港
が使用可能な場合
は愛媛県内又は大
分県へ海路避難 道路が通行可能であれ

ば愛媛県内(松前町)へ
陸路避難
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伊方発電所以西の区域

※国土地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに作成

四国電力㈱ 伊方発電所四国電力㈱ 伊方発電所



　　私たちは、日常生活の中で自然界からの放射線を受けて生活しています。

また、病気の診断や治療などでも放射線を受ける場合があります。

放射線に関する基礎知識

日常生活と放射線

放射線・放射能・放射性物質とは

●放射性物質から出る粒子や電磁波を
「放射線」、放射線を出す能力を「放射
能」、放射能を持つ物質を「放射性物質」
といいます。

【懐中電灯に例えると】

●放射線にはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などがあ
り、それぞれ物質を通り抜ける力が異なります。

●放射線は、鉄・鉛・コンクリートで防ぐことができる
ため、原子力災害発生時には屋内退避が有効です。

懐中電灯が
放射性物質

光が
放射線

光線を出す能力が
放射能

アルファ（α）線

ベータ（β）線

ガンマ（γ）線

α線を
止める

β線を
止める

γ線を
止める

紙 アルミニウム
など

鉄・鉛・
コンクリートなど

緊急作業従事の場合に認められている上限
250,000 マイクロシーベルト
放射線業務従事者及び防災に係る警察・消防
従事者に認められている上限
50,000 マイクロシーベルト／年
1人当たりの自然放射線（年間平均）

約2,090  
マイクロシーベルト／年

シーベルトとは人体が放射線を受けたとき、その影響を表す単位です。
1 シーベルト=1,000ミリシーベルト=1,000,000 マイクロシーベルト

500 マイクロシーベルト／時間　1日以内に避難するように指示が出ます。

20 マイクロシーベルト／時間　1週間以内に避難（一時移転）するように指示が出ます。
原子力災害時の
避難基準

出典：環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和4年度版）」をもとに作成

東京・ニューヨーク航空機旅行（往復）
                   （高度による宇宙線の増加）

80～110 
マイクロシーベルト／往復

X線コンピュータ断層
撮影検査（CTスキャン）（1回）

約2,400～12,900  
マイクロシーベルト／回

一般公衆の線量限度（年間）（医療は除く）
1,000 マイクロシーベルト／年

胸のX線集団検診（1回）
約60 
マイクロシーベルト／回
原子力発電所（軽水炉）周辺の線量目標値（年間）
（実績ではこの目標値を大幅に下回っています）
50 マイクロシーベルト／年

放射線の量
マイクロシーベルト

250,000

50,000

10,000

1,000

100

10

8




